
 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
） 

新
旧
対
照
表 

 

○
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則 

新 

旧 

（
条
例
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
自
動
車
） 

（
条
例
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
自
動
車
） 

第
五
十
条 

条
例
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。 

第
五
十
条 

条
例
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。 

一 

巡
回
診
療
又
は
患
者
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

一 

巡
回
診
療
又
は
患
者
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

二 

血
液
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

二 

血
液
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

三 

救
護
資
材
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

三 

救
護
資
材
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
自
動
車 

 

 
 

（
自
動
車
税
課
税
免
除
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

（
自
動
車
税
課
税
免
除
届
出
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
一
条 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
一
条 

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
（
以
下
「
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
」
と
い
う
。
）

が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
同
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
（
以

下
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

一 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
の
写
し 

二 

条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
私
立
学
校
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
行
為
の

写
し
又
は
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

二 

条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
私
立
学
校
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
行
為
の

写
し
又
は
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

 
 

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
者
） 

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
者
） 

第
五
十
六
条
の
二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

第
五
十
六
条
の
二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を

有
す
る
者 

一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を

有
す
る
者 

 

障
害
の
区
分 

障
害
の
級
別 

 
 

障
害
の
区
分 

障
害
の
級
別 

 

 

視
覚
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級

 
 

視
覚
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級

 



 

の
一 

の
一 

 
聴
覚
障
害 

二
級
及
び
三
級 

 
 

聴
覚
障
害 

二
級
及
び
三
級 

 

 
平
衡
機
能
障
害 

三
級 

 
 

平
衡
機
能
障
害 

三
級 

 

 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

三
級
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

三
級
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

上
肢
不
自
由 

一
級
及
び
二
級 

 
 

上
肢
不
自
由 

一
級
及
び
二
級 

 

 

下
肢
不
自
由 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 
 

下
肢
不
自
由 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 

 

体
幹
不
自
由 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級 

 
 

体
幹
不
自
由 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級 

 

 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行

性
の
脳
病
変
に
よ
る
運
動

機
能
障
害 

上
肢
機
能 

一
級
及
び
二
級 

 
 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行

性
の
脳
病
変
に
よ
る
運
動

機
能
障
害 

上
肢
機
能 

一
級
及
び
二
級 

 

 
移
動
機
能 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 
 

移
動
機
能 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 

 

心
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

心
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 

腎
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

腎
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 

呼
吸
器
機
能
障
害 
一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

呼
吸
器
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 
一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 

小
腸
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

小
腸
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

機
能
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

 
 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫

機
能
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

 

 

肝
臓
機
能
障
害 

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級 

 
 

肝
臓
機
能
障
害 

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級 

 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
戦
傷
病
者
（
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大

正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重

度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
戦
傷
病
者
（
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大

正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重

度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

 

障
害
の
区
分 

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度 

 
 

障
害
の
区
分 

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度 

 

 

視
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

視
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

聴
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

聴
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

平
衡
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

平
衡
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項

症
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項

症
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

上
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項

 
 

上
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項

 



 

症 

症 

 
下
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 
 

下
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 

 

体
幹
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 
 

体
幹
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 

 

心
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

心
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

腎
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

腎
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

呼
吸
器
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

呼
吸
器
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 
特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

小
腸
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

小
腸
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

肝
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

肝
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

三 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
「
療
育
手

帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
精
神
に
障
害
の
あ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

三 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
「
療
育
手

帳
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
精
神
に
障
害
の
あ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

イ 

知
能
指
数
が
お
お
む
ね
三
十
五
以
下
の
者
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護

を
必
要
と
す
る
程
度
の
状
態
に
あ
る
も
の 

イ 

知
能
指
数
が
お
お
む
ね
三
十
五
以
下
の
者
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護

を
必
要
と
す
る
程
度
の
状
態
に
あ
る
も
の 

ロ 

身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
音
声
機
能
若
し
く

は
言
語
機
能
又
は
上
肢
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表

第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
三
級
に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
か
つ
、
知
能
指
数

が
お
お
む
ね
五
十
以
下
の
も
の 

ロ 

身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
音
声
機
能
若
し
く

は
言
語
機
能
又
は
上
肢
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表

第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
三
級
に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
か
つ
、
知
能
指
数

が
お
お
む
ね
五
十
以
下
の
も
の 

四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る

者 

四 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る

者 

 
 



 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
六
条
の
三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
六
条
の
三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

当
該
自
動
車
が
救
急
自
動
車
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
救
急
自
動
車
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

(

１)
 

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証

明
し
た
書
類 

(

１)
 

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証

明
し
た
書
類 

(

２)
 

当
該
自
動
車
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

(

２)
 

当
該
自
動
車
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者

等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
、

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
専
ら
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
号
イ(

１)

又
は(

２)

に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
、

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
専
ら
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
号
イ(

１)

又
は(

２)

に
掲
げ
る
書
類 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で

専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
の
要
件
に
該

当
す
る
者
に
限
る
。
）
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町

村
長
が
証
明
し
た
書
類 

ロ 
当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で

専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
の
要
件
に
該

当
す
る
者
に
限
る
。
）
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町

村
長
が
証
明
し
た
書
類 



 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た

書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

五 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境
性

能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

五 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境
性

能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
証
す
る
書
類 

ロ 

構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
証
す
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 
 

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

第
五
十
六
条
の
四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
六
条
の
四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

身
体
障
害
者
手
帳 

一 

身
体
障
害
者
手
帳 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
戦
傷
病
者
手
帳 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
戦
傷
病
者
手
帳 

三 

療
育
手
帳 

三 

療
育
手
帳 

四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

追
加
〔
平
成
三
〇
年
規
則
七
三
号
〕 

追
加
〔
平
成
三
〇
年
規
則
七
三
号
〕 

（
条
例
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
） 

（
条
例
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
） 

第
五
十
七
条 

条
例
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

第
五
十
七
条 

条
例
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
場
合 

一 

自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
や
め
た
場
合 

二 

自
動
車
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
解
体
し
た
場
合
（
整
備
又
は
改
造
の
た
め
解
体
し
た

場
合
を
除
く
。
）
又
は
自
動
車
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合 

二 

自
動
車
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
解
体
し
た
場
合
（
整
備
又
は
改
造
の
た
め
解
体
し
た

場
合
を
除
く
。
）
又
は
自
動
車
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合 

三 

法
第
百
四
十
六
条
第
三
項
の
使
用
者
と
な
っ
た
場
合
又
は
使
用
者
で
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合 
三 

法
第
百
四
十
六
条
第
三
項
の
使
用
者
と
な
っ
た
場
合
又
は
使
用
者
で
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合 

四 

自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
県
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
所
在
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

四 
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
県
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
所
在
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

 
 

（
条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
五
十
八
条 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
五
十
八
条 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 



 

一 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る
書

類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

一 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

二 
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
が
証
明
し
た
書
類 

二 

災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
が
証
明
し
た
書
類 

三 
自
動
車
の
被
害
の
状
況
を
示
す
写
真
（
道
路
運
送
車
両
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
を
識
別
で
き
る
も
の
に
限

る
。
） 

三 

自
動
車
の
被
害
の
状
況
を
示
す
写
真
（
道
路
運
送
車
両
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
動
車
登
録
番
号
標
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
を
識
別
で
き
る
も
の
に
限

る
。
） 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
が
再
び
運
行
の
用
に
供
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
行
の
用
に
供

さ
れ
た
日
を
証
す
る
書
類 

イ 

自
動
車
が
再
び
運
行
の
用
に
供
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
行
の
用
に
供

さ
れ
た
日
を
証
す
る
書
類 

ロ 

自
動
車
の
使
用
の
廃
止
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類 

ロ 

自
動
車
の
使
用
の
廃
止
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類 

第
五
十
九
条 

削
除 

第
五
十
九
条 

削
除 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
の
自
動
車
） 

（
条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
の
自
動
車
） 

第
六
十
条 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。 

第
六
十
条 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
と
す
る
。 

一 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社

会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
法
人
で
次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は

財
団
で
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人

格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
（
政
令
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
収
益
事
業
を
行
う

も
の
を
除
く
。
）
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
、
当
該
法
人
又

は
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
所
有
す
る
も
の 

一 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社

会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
法
人
で
次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は

財
団
で
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人

格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。
）
（
政
令
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
収
益
事
業
を
行
う

も
の
を
除
く
。
）
が
直
接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
、
当
該
法
人
又

は
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
所
有
す
る
も
の 

イ 

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人 

イ 

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人 

ロ 

社
会
福
祉
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人 

ロ 

社
会
福
祉
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人 

二 

防
火
、
防
犯
又
は
交
通
安
全
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公

益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
直
接
そ
の
本
来
の

事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
、
当
該
法
人
又
は
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表
者

又
は
管
理
人
が
所
有
す
る
も
の 

二 

防
火
、
防
犯
又
は
交
通
安
全
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公

益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
直
接
そ
の
本
来
の

事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
、
当
該
法
人
又
は
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表
者

又
は
管
理
人
が
所
有
す
る
も
の 

三 

結
核
の
予
防
の
た
め
の
健
康
診
断
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
実
施
す
る
医
療
機
関

の
設
置
者
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
直
接
当
該
健
康
診
断
の
用
に
供
す
る
も
の 

三 

結
核
の
予
防
の
た
め
の
健
康
診
断
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
実
施
す
る
医
療
機
関

の
設
置
者
が
所
有
す
る
自
動
車
の
う
ち
直
接
当
該
健
康
診
断
の
用
に
供
す
る
も
の 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
直

接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
、
当
該
法
人
（
イ
に
あ
っ
て
は
、
知
事

が
指
定
し
た
法
人
を
含
む
。
）
又
は
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人

が
所
有
す
る
も
の 

四 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
直

接
そ
の
本
来
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
、
当
該
法
人
（
イ
に
あ
っ
て
は
、
知
事

が
指
定
し
た
法
人
を
含
む
。
）
又
は
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表
者
又
は
管
理
人

が
所
有
す
る
も
の 

イ 

土
地
改
良
区 

イ 

土
地
改
良
区 



 

ロ 

国
民
健
康
保
険
組
合
又
は
健
康
保
険
組
合 

ロ 

国
民
健
康
保
険
組
合
又
は
健
康
保
険
組
合 

ハ 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
又
は
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

ハ 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
又
は
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て

知
事
が
指
定
し
た
も
の 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て

知
事
が
指
定
し
た
も
の 

五 

法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
無
償
で
使
用
す
る
自
動
車
で
、
前
各
号

に
規
定
す
る
法
人
若
し
く
は
知
事
が
指
定
し
た
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表

者
又
は
管
理
人
が
所
有
す
る
も
の 

五 

法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
無
償
で
使
用
す
る
自
動
車
で
、
前
各
号

に
規
定
す
る
法
人
若
し
く
は
知
事
が
指
定
し
た
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
の
代
表

者
又
は
管
理
人
が
所
有
す
る
も
の 

六 

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
使
用
す
る

自
動
車
で
、
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
所
有
す
る
も
の 

六 

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
法
人
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
使
用
す
る

自
動
車
で
、
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
所
有
す
る
も
の 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
五
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
条
例
第
八
十
条
第
五
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
六
十
一
条 

条
例
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

第
六
十
一
条 

条
例
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

一 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

二 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

三 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車

検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

三 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

四 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

四 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
三
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
指
定
書
の
写
し 
ロ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
三
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
指
定
書
の
写
し 

ハ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
千
葉
県
公
安
委
員
会
に
提
出

し
た
備
付
け
自
動
車
一
覧
表
（
同
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

を
含
む
。
）
の
写
し 

ハ 

道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
千
葉
県
公
安
委
員
会
に
提
出

し
た
備
付
け
自
動
車
一
覧
表
（
同
令
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

を
含
む
。
）
の
写
し 

ニ 

自
動
車
の
前
面
、
側
面
及
び
後
面
を
撮
影
し
た
写
真 

ニ 

自
動
車
の
前
面
、
側
面
及
び
後
面
を
撮
影
し
た
写
真 

五 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

五 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 



 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

イ 

自
動
車
検
査
証
の
写
し 

ロ 
定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
若
し
く
は
規
約
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
又
は
登

記
事
項
証
明
書 

ロ 

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
若
し
く
は
規
約
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
又
は
登

記
事
項
証
明
書 

ハ 

最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

ハ 

最
終
の
事
業
報
告
書
及
び
事
業
計
画
書 

ニ 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
最
終
の
収
支
計
算
書
及
び
収
支
予

算
書 

ニ 

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
最
終
の
収
支
計
算
書
及
び
収
支
予

算
書 

ホ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

ホ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

（
条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

第
六
十
二
条 

条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
五

十
六
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
六
十
二
条 

条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
五

十
六
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

 
 

 


